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令和２年度（２０２０年度） 
信州母子保健推進センターからのお知らせ №８ 

 

 

 

 

厳しい残暑が続いています。マスク着用が当たり前になったとはいえ、暑い日のマスク着用は

つらいものがあります。住民だけではなく、支援する皆様も体調には十分にお気を付けいただき

たいと思います。 

今回は、今後の取組み等についてお知らせします。 

 

 

 ご存じのように平成 28 年改正母子保健法において母子保健包括支援センターが法定化され、

2020 度末までに全国展開を目指すとされています。 

 厚生労働省母子保健課調べによると、令和２年 4 月 1 日現在の本県での実施市町村は 19 市

14 町 17 村（計 50 市町村）、未実施町村は 9 町 18 村（計 27 町村）となっています。（令和

２年８月 31日メール配信）全国的に見ても実施率は下位となっています。 

様々な理由があると思いますが、機能を満たしていても実施扱いとしない町村、必須 4 項目

のうち支援プランでつまずいている町村が多いことが要因と考えられます。今年度末には、全市

町村での実施となるよう、母子保健推進員が状況を伺う予定です。機能を満たしている場合はぜ

ひ実施に向けてご対応いただき、支援プラン等については当センターで相談に応じておりますの

でお気軽にお声がけください。 

 ＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



（令和２年９月信州母子保健推進センター発行） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コロナ禍での母子保健活動は、まだまだ手探り状態です。「こんなことをやって 

みました」「こんな方法、あります」などの情報をお待ちしています。 

＜連絡先＞◎信州母子保健推進センター    県保健・疾病対策課  直通電話 026（235）7141 

担当地域 (保健福祉事務所) 母子保健推進員 配置場所・連絡先 

佐久・上田・長野・北信・長野市 小 山 保健・疾病対策課   026（235）7141 

諏訪・伊那・飯田 吉 田 飯田保健福祉事務所 0265（53）0444 

木曽・松本・大町 傳 田（でんだ） 松本保健福祉事務所 0263（40）1937 

 

 

 

 

令和元年 12 月 6 日に「母子保健法

の一部を改正する法律」が公布され、

「産後 1 年を超えない女子及び乳児に

対する産後ケア事業」の実施が市町村

の努力義務として法定化され、令和 6

年度末までの全国展開を目指すとされ

ました。（参考：令和元年 11 月現在 

県内 72 市町村で実施） 

令和 2 年 8 月には、「産前産後サポ

ート事業ガイドライン」「産後ケアガ

イドライン」が改訂され、8 月 11 日

にメール配信しました。ぜひ、ご一読

いただき、各市町村の実施要領等の改

定が必要な場合は、対応をお願いしま

す。 

必要な時期に必要な予防接種や健診を受けることは、子どもが健やかに成長するために必要

なことです。 

令和 2 年 10 月からは、ロタウイルスワクチンが定期予防接種に追加されます。 

センターからのお知らせ No.5 でもお願いしましたが、新たな予防接種のお知らせ等に合わ

せ、接種控えや受診控えがないよう、住民方への情報発信を含めた対応をお願いします。 

 

・当センターで例年開催している「母子保健技術研修」等のご要望もいただいておりますが、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催の見通しが立たない状況です。 

・当センターでは、母子保健に関する調査・分析、情報発信を行っています。今年度は新型コ

ロナウイルスの感染拡大の影響を受け、「センターからのお知らせ」に重点を置き、センター

の体制や活動方針に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う各市町村の乳幼児健

診の工夫や実施状況等を紹介してきました。 

そんな「センターからのお知らせ」は、お役に立っているでしょうか。今回、今年度発行し

てきたお便りをすべて添付いたします。活用していただければ幸いです。 

また、機会を改めまして、より有効なお知らせにするためのアンケート調査を実施する予定

です。ご協力お願いします。 

 

「デジタル手続法」の成立に伴い、令和 2 年３月

26 日付厚生労働省事務連絡「母子保健法による妊

産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関す

る情報」（特定個人情報番号 86）に係るスケジュー

ルについて」が発出されております。それによる

と、今年度 10 月ごろから本格運用が開始の予定と

なっています。 

運用が進むと妊婦健診・乳幼児健診・予防接種等

の個人の健康情報歴を本人が確認できる、転居時に

市町村間で引き継がれることで切れ目ない支援につ

ながるなどがあります。 

本格運用に向け準備が進んでいることと思います

が、データ入力方法等については各市町村が契約し

たシステム事業者へ、運用等については厚生労働省

母子保健課（☏03－5253－1111 内線 4973，

4979）にお問い合わせください。 

 


